
兵庫県

繊維工業

塗料製造業

鉄鋼業

輸送用機械器具製造業

各種商品小売業

自動車小売業

兵庫県の最低賃金

時間額

兵庫県

（2025年10月4日発効）

1,116円

時間額

繊維工業

（2025年10月4日発効）
+64円

1,116円 時間額

塗料製造業

（2025年12月1日発効）
+59円

1,158円

時間額

鉄鋼業

（2025年12月1日発効）
+64円

1,180円

時間額

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業

（2025年12月1日発効）
+63円

1,150円

時間額

電子部品・デバイス・
電子回路製造業、
電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業

（2025年12月1日発効）
+64円

1,117円

時間額

計量器・測定器・
分析機器・試験機・
測量機械器具製造業

兵庫労働局  ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home.html

最低賃金に関する特設サイト

●各最低賃金の発効日が異なりますので、発効日を確認してください。
●業務・年齢等により特定（産業別）最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される場合があります。
●詳しいことは兵庫労働局労働基準部賃金室（TEL 078-367-9154）又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

（2025年12月1日発効）
+64円

1,117円

時間額

輸送用機械器具製造業

（2025年12月1日発効）
+62円

1,188円

時間額

各種商品小売業

（2025年10月4日発効）
+64円

1,116円

時間額

自動車小売業

（2025年10月4日発効）
+64円

1,116円

〒650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30
T E L（ 0 7 8 ）3 6 1 - 0 5 0 5 F A X（ 0 7 8 ）3 7 1 - 6 0 0 5

（一財）兵庫勤労福祉センター3F

https://www.rengo-hyogo.jp E-mail:info@hyogo.jtuc-rengo.jp
連合兵庫 日本労働組合総連合会兵庫県連合会

昨年比 +64円

「繊維工業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」は、
令和7年10月4日から兵庫県最低賃金
（時間額1,116円）が適用されています。

連合兵庫のマスコット
テルオニオン


